
入院中に提供される食事は、
全国一律に料金が決まってお
り、通常1食あたり640円です。
そのうち患者さんが負担する
金額は1食あたり460円です。
ただし、ある特定の条件にあて
はまる場合は、自己負担額が
軽減されます。
指定難病などに該当する患者
さんは、自己負担額が1食260
円、住民税非課税世帯などの
低所得区分に該当する患者さ
んはさらに自己負担額が軽減
されます。

入院時食事療養費とは？医療費が1か月（1日～末日まで）で上限額を超えた場合、
その超えた額を支給する制度です。
上限額は年齢や所得により定められています。
事前に「限度額認定証」の発行を受けると、窓口での支払いが
自己負担限度額までとなり、高額療養費（払い戻し）の申請が不要になります。
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乳幼児が、病気やけがなどで病院にかかった際の医療費の一部を
助成します。

市町の担当窓口
助成を受けるには受給者証の交付が必要です。

加入中の医療保険の窓口
保険証に記載されている保険者へお問い合わせください。

国民健康保険
協 会 け ん ぽ
健康保険組合

→ お住まいの市町の国民健康保険担当窓口
→ 協会の各都道府県支部
→ 各組合、職場

小学校就学前の乳幼児
小学生以上の子どもについては各市町で独自の助成を行っています。

入院・通院  1保険医療機関ごとに1日800円まで（上限月額1,600円まで）
調剤薬局での自己負担はありません。

全国一律
1食640円
うち

患者負担額

1食460円

指定難病患者
自己負担額

1食260円
小児慢性
特定疾病
児童等
自己負担額

1食130円

《 参考 》 厚生労働省ホームページ

《 参考 》 長崎県ホームページ、各市町ホームページ
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